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令和 元 年 ５ 月 14 日（火曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １ 　号）

　　　　教育委員会
○石川県教育委員会規則第６号の公布公告 １

石川県教育委員会規則第６号の公布公告

　石川県教育委員会公告式規則（昭和31年石川県教育委員会規則第４号）第２条第３項ただし書の規定により、次の

とおり事務局前の掲示場に掲示して公布した。

　　令和元年５月14日

石　川　県　教　育　委　員　会　

　
独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済 掛 金 の 額 の う ち 学 校 の 設 置 者 が 保 護 者 等 か ら 徴 収 す る 額 を 定 め る

規 則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
平 成三十一年四月二十六日
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石 川県教育委員会規則第六号

　 　　
独 立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する

　 　　
額 を定める規則の一部を改正する規則

　
独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済 掛 金 の 額 の う ち 学 校 の 設 置 者 が 保 護 者 等 か ら 徴 収 す る 額 を 定 め る

規 則（昭和三十五年石川県教育委員会規則第五号）の一部を次のように改正する。

　
第 二条の表高等学校の項中「千五百十円」を「千七百七十円」に改め、同 表特別支援学校の項中「千五百十円」

を 「千七百七十円」に改める。

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、公布の日から施行する。
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